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ギャラリー利用団体代表者 様 

 
さわやかちば県民プラザ 

                                所 長  風 戸  正 
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令和５年度後期（１０月～３月）ギャラリー利用予約抽選会の 
実施について（通知） 

 
時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 
日頃から本県の生涯学習の振興について、御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、令和５年度後期（１０月～３月）の利用予約抽選会を下記のとおり実施します。  

利用希望がある団体は別紙参加申込書を提出してください。 

なお、今後の新型コロナウイルス感染の状況によっては、施設が御利用できなくなるこ
ともございます。皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。 
 

記 
 
１ 実施日時 令和５年２月１８日（土） 
       受付 午後１時１５分  抽選会 午後１時３０分～午後２時 
 
２ 場所   さわやかちば県民プラザ３階 中研修室２ 
 
３ 内容   午後１時３０分 ギャラリー利用に関する連絡と抽選会説明 

午後１時３５分 利用予約抽選 
 

４ 抽選の方法 
 （１）受付時に予備抽選を行い、本抽選のくじを引く順番を決定する。 

＊複数団体による合同開催の場合、合同する団体で１回のみの抽選とする。当日
受付時に申し出る。 

（２）本抽選により、利用希望期間の獲得順位を決める。 
（３）獲得順位の早い団体から希望の枠を仮予約する。 
（４）１巡目の仮予約終了後、２巡目の仮予約を行う。（希望のある団体のみ） 
  ＊１巡目と逆の順番で仮予約を行い、２巡目で終了とする。 

（５）抽選会終了後１週間以内に、実際の利用期間をＦＡＸまたは郵送にてさわやかち
ば県民プラザへ提出することで、予約完了となる。 

   ＊１週間以内に提出がない場合、予約取り消しとする。 
 

５ 参加申込 
  「ギャラリー利用予約抽選会参加申込書」を２月４日（土）までに、郵送または 
ＦＡＸにて管理広報課・今井 宛に提出してください。 

 
６ 同封の書類 
 （１）令和５年度後期（１０月～３月）ギャラリー利用予約抽選会の実施について 
 （２）令和５年度後期（１０月～３月）ギャラリー利用予約抽選会（2/18）参加申込書 
（３）令和５年度後期ギャラリー利用予約申込書 

 （４）令和５年度後期県民ギャラリー・回廊ギャラリー予約表 



６ 利用枠と利用面予約の例 
 

１階 ２階 

枠 日付 県民 A 県民 B 回廊 A 回廊 B 

１(

基
本
の
６
日
間) 

4/20(火)     

4/21(水)     

4/22(木)     

4/23(金)     

4/24(土)     

4/25(日)     

4/26(月)     

２(

月
曜
祝
日
・
７
日
間) 

4/27(火)     

4/28(水)     

4/29(木)     

4/30(金)     

5/1(土)     

5/2(日)     

5/3(月)     

３(

木
曜
休
所
・
５
日
間) 

5/4(火)   

5/5(水)    

5/6(木)     

5/7(金)     

5/8(土)     

5/9(日)     

5/10(月)     

４ 5/11(火)     

5/12(水)     

5/13(木)     

5/14(金)     

5/15(土)     

5/16(日)     

5/17(月)     

５ 5/18(火)     

5/19(水)     

5/20(木)     

5/21(金)     

5/22(土)     

5/23(日)     

5/24(月)     

 
 
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 
 

【問い合わせ先】 
さわやかちば県民プラザ 
管理広報課 今井 敬介 
TEL ０４－７１４０－８６１４（直通） 
FAX ０４－７１４０－８６０１ 

① 

⑤ 

利用枠について 
・利用枠は、火曜日から翌週の月曜日ま

での７日間を 1枠とする。 

・基本的に、１つの枠内での実質利用可

能日数は６日間となる。「枠１」 

・月曜日が祝日の場合、休所日が変更さ

れるため、１つの枠で利用できる日

数が７日間「枠２」、５日間「枠３」

となる場合もある。 

 

 

枠と面の押さえ方について 

○１回のご利用で、連続した２枠まで

を押さえることができる。 

（矢印①や②） 

 

○Ａ団体が県民ギャラリー（１階）を予

約している期間に、Ａ団体以外が、同

期間の回廊ギャラリー（２階）を予約

することができる。 

＊上記の逆も可能である。 

（矢印②と③） 

 

○Ａ団体が県民ギャラリーまたは回廊

ギャラリーの片面だけを予約した場

合、同ギャラリーの半面に関しては、

利用者同士の話し合いにより、他団

体が予約することができる。 

（矢印②と④） 

 

○連続しない２枠を希望する場合は、

２巡目にエントリーしなければなら

ない。（矢印③と⑤） 

 

参考 

〇県民Ａ・・・ホール側 1/2 

〇県民Ｂ・・・ 公園側 1/2 

〇回廊Ａ・・・ホール側 1/2 

〇回廊Ｂ・・・ 公園側 1/2 

 

④ 
③ ② 

 
 
 
 
 
 


